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三次市が委託し、有限会社君田交通が運行する三次市民バス「作木町線」について、利用者の利便性

向上のため、乗降ポイントの新設に係る運賃設定について、意見募集を実施することとする。 

 

１ 経緯 

これまで作木町内を運行し、布野町の一部にも乗り入れていた自家用有償旅客運送「さくぎニコニコ

便」（運行主体：特定非営利活動法人元気むらさくぎ）が令和８年３月 31日をもって運行終了したこと

に伴い、地域から三次市民バス「作木町線」においても布野町の一部にも乗り入れを実施できるよう、

乗降ポイントの新設に係る要望があったことによるもの。 

 

２ 三次市民バス「作木町線」の概要 

 三次市民バス作木町線のご利用方法チラシ別紙１参照 

 

３ 新設しようとする乗降ポイント 

 上布野バス停、コンビニ（セブンイレブン）、ホームセンター（コメリ）、道の駅ゆめランド布野 

 

意見募集 三次市民バス「作木町線」の乗降ポイントの新設に係る運賃設定について 
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４ 運賃（料金）の種類、額及び適用方法 

 ⑴ 三次市民バス運行条例第３条の規定別紙２により次のとおりとする。 

＜区域運行＞大人：300円／１乗車、小学生：150円／１乗車、小学生未満：無料 

⑵ 回数乗車券 

三次市民バス運行条例施行規則第８条に規定別紙３により次のとおりとする。 

回数乗車券（１枚当たり 50円）を使用する場合は、大人６枚、小学生３枚とする。 

 ⑶ 運賃の減免 

  三次市民バス運行条例第４条の規定別紙２及び三次市民バス運行条例施行規則第９条の規定別紙３ 

により次のとおりとする。 

・身体障害者手帳を提示した方及びその介護人 

・精神障害者保健福祉手帳を提示した方及びその介護人 

・療育手帳を提示した方及びその介護人 

・特定疾患医療受給者証を提示した方及びその介護人 

・介護保険被保険者証を提示した方及びその介護人 

・三次市民バス無料利用者証を提示した生徒又は児童 

・市長が必要と認めたとき 

 

５ 対象とする路線及び運送の区間 

対象とする路線 対象とする運送の区間 

三次市民バス「作木町線」 作木町全域及び布野町の一部 

 

６ 適用開始日 

 令和８年８月３日（月） 


